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備考

社会福祉法
人藤寿会

南国市 特別養護老人ホー
ム白銀荘短期入所
生活介護事業所

R6.11.19 １　運営規程に不足する項目（虐待の防止のための措置に関する
　事項）が認められた。

改善済

安芸広域市
町村圏特別
養護老人
ホーム組合

安芸郡奈
半利町

特別養護老人ホー
ム愛光園

R6.3.21
R6.4.26

なし

四万十町 高岡郡四
万十町

四万十町立特別養
護老人ホーム窪川
荘

R6.10.31 なし

大月町 幡多郡大
月町

R6.12.18 １　届出している平面図が実態と相違していることが認められた。 改善中

２　運営規程に不足する事項（虐待の防止のための措置に関する
　事項）が認められた。

改善中

令和６年度運営指導結果
サービス種別：短期入所生活介護

大月町特別養護老
人ホーム大月荘


